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（１）人件費の状況（一般会計決算）

１４年度の
人件費率

人件費率
（Ｂ/Ａ）人件費Ｂ実質収支歳出額A

住民基本
台帳人口
（H１６.３.３１）

区　分

２２.７％２０.８％１,２８４,２５８
千円

２５０,３７８
千円

６,１８４,０８１
千円２１,７１５人１５年度

※人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。

職員の給与等の実態を町民の皆さんにご理解
いただくために、その状況について次のとお
り公表します。

（２）職員給与費の状況（一般会計予算）
１人当たり
給与費
（Ｂ/Ａ）

給与費
職員数Ａ区　分

計Ｂ期末・勤勉手当職員手当給料

６,０８２千円９１８,３６６
千円

２３７,０５６
千円

７８,０３３
千円

６０３,２７７
千円１５１人１６年度

※職員手当には退職手当を含んでいません。

（３）職員の平均給料月額、平均給与月額および平均年齢の状況
（平成１６年４月１日現在）

平均年齢平均給与月額平均給料月額区　　　分

４４.９歳３５６,８１３円３３９,１２６円一般行政職

５５.８歳２９５,８５０円２４６,９５０円技能労務職

（４）職員の初任給の状況　　　　　　（平成１６年４月１日現在）

国笠松町
区　　分 採用２年経過日

給　料　額決定初任給採用２年経過日
給　料　額決定初任給

１８４,４００円１７０,７００円１８４,４００円１７０,７００円大学卒一　般
行政職 １４８,５００円１３８,８００円１４８,５００円１３８,８００円高校卒

（５）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況
（平成１６年４月１日現在）

経験年数２０年経験年数１０年経験年数５年区　　分

３３５,９００円２４２,８００円２０５,７００円大学卒一　般
行政職 ３１３,１００円２０９,５００円１７０,７００円高校卒

（６）一般行政職の級別職員数の状況（一般会計分）（平成１６年４月１日現在）

計１級２級３級４級５級６級７級８級区　　分

主事補主事主任係　長課長
補佐課長部長

課長標準的な職務内容

１４２０４３２２１４２２１１４８職員数（人）

１００.０００.００２.８２２２.５３１４.７９２９.５８１４.７９９.８６５.６３構成比（％）

１００.０００.６９４.１７２３.６１１５.９７２５.００１４.５９９.７２６.２５前年の構成比（％）

（注）職員数は、給料表の異なる医療職（保健師）、技能労務職を除いています。

（７）職員手当の状況　　　　　　　　（平成１６年４月１日現在）

国笠松町区　　分

   期 　末　勤　勉
１.４月分　０.７月分
１.６月分　０.７月分
　　　　　　　　
３.０月分　１.４月分

支
給
割
合

国と同じ
６月期
１２月期

　　　　　　　　
計

期
末
勤
勉
手
当

有国と同じ職制上の段階、職務の
級等による加算措置

自己都合 勧奨・定年
  ２１.０月分 ２８.０８７５月分
３３.７５月分   ４３.３３５月分
  ４７.５月分     ６０.９９月分
６０.９９月分     ６０.９９月分

支
給
率

国と同じ

勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度額

退
職
手
当

定年前早期退職特別措置
（２％～２０％加算）国と同じその他の加算措置

１５年度分時間外勤務手当（一般会計分）
３３,８６０,４０４円支　給　総　額
２６２,４８４円職員１人当たり支給平均額

内　　　　容区分

国
の
制
度
と
同
じ

配偶者 月額１３,５００円
配偶者以外の扶養親族のうち２人まで 月額  ６,０００円
（ただし、扶養手当の支給対象にならない配偶者がある場合、扶養親族のうち１人６,５００円）
職員に配偶者のない場合、扶養親族のうち１人 月額１１,０００円
その他の親族 月額  ５,０００円
１６歳から２２歳の子　　　　　１人につき５,０００円加算

扶
養
手
当

借家・借間に係る手当
　月額１２,０００円を超える家賃を負担している
　職員に対して家賃額に対応して支給　月額２７,０００円以内
自宅に係る手当
　新築または購入後５年間支給　  月額２,５００円

住
居
手
当

交通機関等利用者
　運賃相当額　　　　　　　  　最高支給額５５,０００円
自動車等使用者
　２km以上（片道）使用者に距離に対応して支給
　月額２,０００円（２km以上５km未満）～２４,５００円（６０km以上）

通
勤
手
当

（９）部門別職員数の状況　　　　　　　　（各年４月１日現在）
対前年増減数職員数部 門 

 区 分 主な増減理由平成１６年平成１５年平成１６年平成１５年
　０人　０人　 ３人 　３人議　会

一
般
行
政
部
門

退職による減、事務事業の見直し△４　△５　４１４５総務企画
業務内容の充実　１　△２　１３１２税　務
業務量の増加　１　　１　４３４２民　生
事務事業の見直し△１　　１　１１１２衛　生

　０　　０　 ２ ２農林水産
　０　　０　 １ １商　工

事務事業の見直し△１　　２　１１１２土　木
△４人△３人  １２５人  １２９人小　計

業務量の増加　２人　０人　２５人　２３人教　育行
政
部
門

特
別 　２人　０人　２５人　２３人小　計

△２人△３人  １５０人  １５２人普通会計計

事務事業の見直し
　０人　０人　３人　３人水　道

会
計
部
門

公
営
企
業
等

△１　　１　　７　　８　下水道
　０　△１　　６　　６　その他
△１人　０人　１６人　１７人小　計
△３人△３人  １６６人  １６９人合　計

（注）職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する
   　  休職者、派遣職員などを含み、臨時または非常勤職員を除いています。

（１０）定員適正化計画の数値目標
①定員適正化目標
　平成１３年度を初年度とし、平成１２年４月１日現在の職員数を５年間で６人削減する。
定員適正化計画

H１３年～H１７年
計

H１７年
５年目

H１６年
４年目

H１５年
３年目

H１４年
２年目

H１３年
１年目

H１２年
計画前年区　分

１８３人１８３人１８５人１８５人１８５人１８４人１８９人職員数
△６人△２人０人０人１人△５人増　減

②定員適正化の概要
　組織の再編成、事務事業の見直しおよび民間委託等により、職員を
削減し、新たな行政需要・行政責務の増大や権限委譲等により、増加
する事務に職員を再配置し、職員定数を抑制する。

（１１）過去５年間のラスパイレス指数（国の給料１００に対する町の給料指数）の推移
（各年４月１日現在）

１５年度１４年度１３年度１２年度１１年度区　分
９１.４９３.８９５.２９４.５９４.５指　数

（８）特別職の報酬等の状況

月　額区　　分
８１０,０００円
６９５,０００円
６１５,０００円

町　長
助　役
収入役

給　

料

※９月分より１０％減額して支給しています。

（平成１６年４月１日現在）

月　額区　　分
３２０,０００円
２８０,０００円
２６０,０００円

議　長
副議長
議　員

報　

酬

※９月分より２万円減額して支給しています。

（１２）過去５年間の町職員数（一般会計分）の推移（各年４月１日分）

１６年度１５年度１４年度１３年度１２年度区　分
１５０人１５２人１５５人１５４人１６０人職員数




